
マットスケールで重さを量ります

 
 
 米沢国道維持出張所では、平成２０年７月２日（火）に一般国道１３号栗子峠付近で、

米沢警察署の協力を得て、特殊車両の指導取締を実施しました。 
特殊車両とは：車両の構造が特殊又は輸送

する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ、

及び総重量のいずれかが一般的制限値等

を超える車両。道路を通行するためには、

許可が必要。（道路法４７条の２） 
 
      
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
対象車両８台のうち違反車両は３台でした。

（無許可（経路違反）での通行停止命令が１台。

許可証不携帯での指導警告が２台。）違反者には、

６箇月以下の懲役や１００万円以下の罰金が科

されることがありますのでご注意下さい。 
  ＜申請・問い合わせ窓口＞ 
山形河川国道事務所 道路管理第一課 

℡０２３－６８８－８４２１ 山形県による不正軽油の取締も行われました 

※特殊車両の例 


